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苫小牧市コミュニティセンター指定管理者総括業務仕様書 

 

苫小牧市豊川コミュニティセンター、苫小牧市沼ノ端コミュニティセンター、苫小牧市住吉コ

ミュニティセンター及び苫小牧市のぞみコミュニティセンター（以下「センター」という。）の指

定管理者が行う業務の内容、その範囲及び履行方法については、この仕様書に定めるものとする。 

 

第１ 施設の管理運営に関する基本方針 

 センターの管理運営に当たっては、次の基本方針に沿って行うこと。 

１ 苫小牧市（以下「市」という。）の公の施設であることを常に念頭に置き、公平な運営を行う

こととし、特定の団体等に有利又は不利になるような取扱いをしないこと。 

２ 施設の設置目的である地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉の増進を図り、もっ

て心のふれあう豊かな地域社会の形成に寄与するよう適切な管理運営を行うこと。 

３ センターが最大限有効活用されるよう利用促進に努めること。 

４ 利用者や地域住民の意見・要望を管理運営に反映させ、サービスの向上を図ること。 

５ センター施設の各種設備の機能、特性を充分に把握したうえで、全ての施設を清潔かつその

機能を正常に保持し、来館者の快適かつ安全な利用を図るよう適正な維持管理を行うこと。 

６ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、適正な収入の確保と経費の削減に努めること。 

 

第２ 開館時間及び休館日 

１ 開館時間 

午前９時から午後９時までとする。 

２ 休館日 

１２月２９日から翌年１月３日までとする。 

 

３ 開館時間及び休館日の変更 

（１）指定管理者は、特に必要があると認めるときは、事前に市の承認を得て、開館時間及

び休館日を変更することができる。 

（２）指定管理者は、特に必要があると認めるときは、事前に市の承認を得て、臨時に休館

し、又は休館日にセンターを利用させることができる。 

（３）指定管理者は、特に必要があると認めるときは、事前に市の承認を得て、臨時にセン

ターの一部を閉鎖することができる。 

（４）市から休館日及び開館時間の変更の要請があった場合は、可能な限り応じること。 

（５）センター内に併設されている証明取扱所及び出張所の業務に支障が出ないよう開館時

間によらず対応すること。 

 

第３ 施設の利用に関する業務 

１ 使用の許可に関する業務 

（１） 使用許可及び利用料金の収受等に関する受付時間 
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 午前９時から午後９時まで（休館日を除く。）とする。 

（２） 使用の許可 

施設等の使用許可に関する承認は、苫小牧市コミュニティセンター条例（昭和５６年条例

第２号。以下「センター条例」という。）及び、苫小牧市コミュニティセンター条例施行規則

（昭和５６年規則第２４号。以下「センター規則」という。）に定めるところによる。 

（３） 施設等の使用の制限に関する事項 

ア  センターを使用するものは、センター規則第１１条に掲げる事項を守らなければなら

ない。  

イ  指定管理者は、使用の制限に関する基準をあらかじめ定めること。また、制限に当た

っては、指定管理者は不当な取扱いをしてはならない。 

（４） 施設等の使用の許可の制限に関する事項 

ア  指定管理者は、管理運営上又は公益上必要があると認めるときは、使用の許可に条件

を付することができる。（センター条例第４条第２項） 

イ  センター条例第４条第３項各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上

やむを得ない理由があるときは、指定管理者は使用の許可をしないものとする。  

ウ  センター条例第６条各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可

を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はセンターの使用を制限し、若しくは停止

することができる。  

エ  指定管理者は、使用の許可の制限に関する基準を、あらかじめ定めること。また、許

可の制限に当たっては、指定管理者は不当な取扱いをしてはならない。 

（５） 行政手続条例の適用 

ア  指定管理者は、苫小牧市行政手続条例（平成１０年条例第１号。以下「行政手続条例」

という。）第２条第３号の「行政庁」に含まれるため、使用許可やその取消し等の行政処

分は同条例の定めに従って行うこと。 

イ  使用許可等の審査基準（行政手続条例第５条）標準処理期間（行政手続条例第６条）

及び取消し等の処分基準（行政手続条例第１２条）を別に定め、これらを事務所に備付

けその他の方法により公にしておくこと。 

ウ  使用許可の取消し等の不利益処分を行う場合において、意見陳述のための手続を行う

ときは、市に対して事前に通知し、手続終了後に経過及び結果について報告すること。 

エ  聴聞の手続に関しては、苫小牧市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年

規則第３４号）によること。この場合、本則中「市長及び消防長その他の市長部局に属

する行政庁（以下「市長等」という。）」とあるのは「（指定管理者名）」と読み替えて適

用すること。 

 

２ 利用料金の収受に関する業務 

（１） 利用料金及び減免について 

ア  利用料金の額は、センター条例別表に定める金額並びにセンター規則別表で定める使

用料及び暖房料の額の範囲内であらかじめ市の承認を得て指定管理者が定めること。（セ

ンター条例第１１条第３項） 
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イ  市の承認を得た利用料金の額は、施設の事務所において掲示その他の方法により公に

することとする。 

ウ  指定管理者は、センター条例第１１条第４項に基づき、利用料金を減免しようとする

場合は、減免の手続きについて、あらかじめ定めること。減免に当たっては、指定管理

者は不当な取扱いをしてはならない。 

エ  利用料金の減免については、センター規則第８条に該当するもののほか、センター内

規の規定によるものとする。 

オ  減免による利用料金収入の減収については、指定管理費に当該減収が見込まれている

ものとし、補填等の措置は行わない。 

（２） 利用料金の収受 

ア  指定管理者は、地方自治法２４４条の２第８項に定める利用料金制度を採用するため、

センターの利用に係る利用料金を自己の収入として収受する。また、利用料金は、前納

を原則とするが、指定管理者が必要と認めるときは、延納させることができる。なお、

利用料金の収受方法等について、指定管理者は、あらかじめ定めること。（センター条例

第１１条） 

イ  収受した利用料金は還付しないものとするが、センター条例第１１条第５号に該当す

るときは還付する。指定管理者は、還付する場合の手続きについて、あらかじめ定める

こと。また、還付に当たっては、指定管理者は不当な取扱いをしてはならない。 

（３） 利用の案内 

ア  指定管理者は、館内において利用者が円滑に利用できるよう利用案内に配慮すること。 

イ  電話での問い合わせや施設見学等については、適切な対応を行うこと。 

ウ  施設等の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をす

ること。また、その内容を市へ報告すること。 

（４） 施設等の利用方法と注意事項の説明 

指定管理者は、施設、附属設備、備品等を利用者が安全かつ円滑に利用できるよう、利用

方法及び注意事項について充分な指導、説明、助言を行うこと。 

 

３ 利用促進に関する業務 

指定管理者は、センターの設置目的を理解し機能を最大限発揮するため、利用促進に努め

ることとし、次の事項を実施すること。 

（１） 必須事業 

   指定管理者は、センターにおいて次に掲げる事業を行うこと。なお、業務の詳細は、別記

１に定める仕様書のとおりとする。 

ア  宣伝広報に関する業務 

   (ア) センターホームページの管理運営 

   (イ) 施設案内パンフレットの作成・配布 

   (ウ) イベント情報紙等の作成・配布 

   (エ) 事業概要等を紹介する資料の作成・配布 

イ  サークル活動に関する業務 
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ウ  コミセンまつりに関する業務 

エ  図書室の管理及び利用に関する業務 

オ  講座の企画、開催に関する業務 

カ  運営検討会議の開催に関する業務 

キ  体育館及びトレーニング室の管理に関する業務 

ク  無料施設の管理に関する業務 

（２） 自主事業 

指定管理者が自らの提案に基づき自主事業を実施する場合は、センターの設置目的に合致

し、かつ管理業務を妨げない範囲内において、自己の責任と費用（センター使用料等を含む）

により、計画及び実施すること。また、一般の利用を妨げないよう配慮するとともに、幅広

い地域住民が利用しやすいように料金を設定すること。 

 

第４ 施設の維持管理に関する業務 

指定管理者は、センターを適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、仕上げ材の浮

き、ひび割れ、はがれなどが発生しない状態を維持し、かつ美観を維持すること。 

また、指定管理者は、施設を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めるとともに建

築物等の不具合を発見した際には、速やかにその改善が図られるよう適切に対処すること。 

 

１ 保守点検管理業務 

指定管理者は、センターの施設等の機能と環境を良好に維持し、施設等の日常点検、保守管理

業務を行うこと。なお、業務の詳細は、別記２に定める仕様書のとおりとする。 

（１） 清掃業務 

（２） 駐車場、駐輪場及び庭園等の敷地内管理業務 

（３） 電気工作物保安管理業務 

（４） ボイラー管理及び機械器具、設備の点検整備業務 

（５） 飲料水受水槽清掃消毒業務 

（６） 警備業務 

（７） 地下タンク気密検査業務 

（８） 自動扉開閉装置保守点検業務 

（９） 消防設備等保守点検業務 

（１０） 防火対象物点検業務 

（１１） 昇降機保守点検業務（住吉コミュニティセンターのみ） 

（１２） クライミングウォール保守点検業務（のぞみコミュニティセンターのみ） 

（１３） ピアノ調律保守点検業務（豊川及びのぞみコミュニティセンター） 

（１４） テレビ共同受信設備保守点検業務（豊川及びのぞみコミュニティセンター） 

 

２ 修繕業務 

指定管理者は、施設及び設備全般について、破損、故障等が発生した場合又は短期間のう

ちに確実に破損、故障等が発生すると見込まれる場合は、速やかに修繕等を行うこと。 
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（１）  管理上必要な施設及び設備全般の修繕について、１件３０万円未満までは指定管理者の

責任において実施するものとする。 

    ただし、指定管理者の管理瑕疵による損傷等に伴う修繕は、この限りではない。 

（２） １件３０万円以上の修繕費が見込まれる場合は、市と協議のうえ決定する。 

 

３ 備品管理業務 

（１） 現に使用中の市所有の備品等については、無償で貸与する。 

（２） 指定管理者が施設で必要と認める備品等を購入する場合は、あらかじめ市と協議のうえ 

購入等を行うこと。なお、1 件あたり３０万円未満までは指定管理者の負担とする。 

（３） 施設の機能として必要な備品を新規に購入する場合、又は経年劣化等により備品を更新 

しなければならない場合において調達した備品は、その財源を問わず市の帰属とする。な

お、備品購入に充てられた財源が指定管理費、利用料金収入、又は自主事業その他の収入

であるかの別は問わないものとする。 

（４） 市が所有する備品は苫小牧市物品会計規則（平成２６年規則第１号）に基づいて管理す 

るものとする。 

（５） 指定管理者が所有する備品を施設に持ち込む場合は、事前に市の承認を得ることとする。 

    なお、指定期間満了となった時、又は指定管理者の指定を取り消された時は、速やかに

当該備品を撤去し、現状に復帰するものとする。ただし、事前の市との協議において、市

が撤去しないことを承認した場合はこの限りではない。 

    また、撤去及び原状復帰に要する費用等は全て指定管理者の負担とする。 

（６）  指定管理者が持ち込む備品について、市への帰属を希望する場合は、市と事前に協議す

るとともに、必要な事務手続きを行うこととする。 

（７）  指定管理者が自主事業の用に供するため、又は利用者の利便性向上及び利用者増進等の

一環として独自に備品を購入、リース又は持ち込み等を行う場合に要する費用等は全て指

定管理者の負担となり、収支計画書における支出には計上できない。 

（８） 備品は、市民等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検を行うこと。 

（９） 備品を他の用途に使用したり、加工・改良したりしないこと。 

 

４ 駐車場管理業務 

  駐車場内では利用者の利便性を図るよう維持管理を行うこと。 

 

５ 維持管理計画の作成 

  指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく測定・検査、調査等）

を作成し、市に提出すること。 

  なお、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況、修繕等については記録を行い、施

設維持管理計画に反映させること。 

 

６ 維持管理業務日誌の作成 

  指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌を作成するとともに、一
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定期間保管し、市の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

７ 目的外使用許可部分の管理 

自動販売機設置部分等の管理は、市から目的外使用許可を受けたものが行うが、電気、上下

水道の使用料金についてはセンター全体として支払う必要があることから、指定管理者が一括

して支払う。当該業務を指定管理者以外の事業者が実施する場合は、電気、上下水道の使用料

金を後日、市が当該事業者へ請求することとする。 

 

８ 業務の一括委託の禁止 

  指定管理者は、管理運営に関する業務の全部又は一部について第三者に委託し、又は請け負

わせることはできない。 

  ただし、管理運営業務の目的を損なわない業務（清掃、警備等）などで、あらかじめ市の承

認を得た場合はこの限りではない。 

 

９ 人材派遣の禁止 

  市が承認した第三者への再委託を除き、センターの管理運営業務に従事する職員については、

指定管理者が直接雇用するものとし、子会社や別会社等からの人材の派遣は認めない。 

 

第５ 施設の管理運営に関する業務 

１ 組織体制及び人員配置等 

（１） 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法（昭 

和２２年法律第４９号）等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態に

あった適正な人数の職員を配置すること。 

（２） 業務時間中は、常に２名以上の職員を施設内に配置すること。 

（３） 総括責任者を１名定めること。 

（４） 館長及び防火管理者を全てのセンターに置くこと。 

（５） 事務及び設備の常勤職員を全てのセンターに各 1 名ずつ置くこと。 

（６） 危険物取扱者を沼ノ端コミュニティセンター、住吉コミュニティセンターに置くこと。 

（７） 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要 

望に応えられるものにすること。 

（８） 当該管理業務の開始前に、職員の雇用、配置、勤務体制等の名簿を市に提出すること。 

また、当該職員に変更があったときも同様とする。 

（９） 職員の緊急連絡網を作成し、当該職員への周知徹底を図ること。 

 

２ 職員の研修等の実施 

（１） 職員の資質向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と 

技術の習得に努めること。 

（２） 窓口受付業務、設備操作等管理運営全般に係るマニュアルを作成するとともに、職員に 

周知徹底を図ること。 
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（３） 職員が利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を行うこと。 

（４） 従事する全ての職員に対して、利用者にとって職員であると認識できるよう名札等を着 

  用させること。 

（５） 職員に対して公共施設の運営に関する認識を自覚させ、来館者・利用者に満足を与える 

接遇を徹底すること。 

 

３ 個人情報の保護について 

（１） 指定管理者は、その保有する個人情報の適正管理に関して、行政機関等（個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１１項の行政機関等をいう。）

及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の定めると

ころにより、個人情報及び特定個人情報の適正な管理に関して市と同様の義務を負う。 

（２） 指定管理者及び指定管理業務に従事する者は、当該業務の実施に関して保有する情報及 

び当該業務の実施によって知り得た個人情報及び特定個人情報について、外部へ漏らし、

又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後にお

いても同様とする。 

（３） 日常より個人情報及び特定個人情報保護の体制をとり、職員等に周知・徹底を図るとと 

もに、個人情報保護の意識を向上させるための教育を定期的に実施すること。 

（４） 個人情報及び特定個人情報保護に関する市の施策に協力すること。 

 

４ 情報の公開 

指定管理者には、苫小牧市情報公開条例（平成１０年条例第１４号。以下「情報公開条例」

という。）の規定に基づき、指定管理者が保有するセンターの管理業務に関する情報を公開す

るため必要な措置を講ずるよう努力義務が課せられる。（情報公開条例第２６条第１項） 

また、指定管理者が保有する文書で、市が保有していないものについて、市からその閲覧

や写しの交付の申し出があった時は、当該文書を市に提出するものとする。（情報公開条例第

２６条第２項） 

 

５ 事業計画書の作成 

 指定管理者は、毎年度２月末日までに次年度に予定する事業計画書を作成し市に提出する

こと。なお、当初に提案した事業計画に変更がある場合には、事前に市と協議すること。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支計画書 

（３） その他市長が必要と認めるもの 

 

６ 事業報告書等の作成 

（１） 年次報告 

指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書を市に提出すること。事業報告書

の主な内容は、次のとおりである。 

ア センターの管理業務の実施状況及び利用状況 
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イ 利用料金等の収入の実績 

ウ センターの管理に係る経費の収支状況 

エ 自主事業報告書 

オ 当該年度における指定管理者の経営状況を説明する資料（損益計算書、貸借対照表等） 

カ セルフモニタリング報告書 

キ その他必要事項 

（２） 月次報告 

指定管理者は、毎月月次報告書を作成し、翌月１０日までに市に提出すること。月次報告

書の主な内容は、次のとおりである。 

ア 施設稼動日数 

イ 施設等利用状況及び利用者数 

ウ 利用の不許可・取消し状況 

エ 保守点検・修繕等の実施状況 

オ 苦情の受付、処理の状況 

カ 利用者等からの意見・要望と対応状況 

キ 利用料金の収入実績（収入の状況、減免及び還付の状況） 

ク その他必要事項 

（３） 即時報告 

管理運営業務を実施するにあたり、人身事故等重大な事故が発生した場合は、即時報告す

ること。 

 

７ 事業評価業務（セルフモニタリングの実施） 

（１）  指定管理者は、指定管理者制度におけるモニタリング実施要領（以下「モニタリング要

領」という。）に基づき、アンケート調査を実施し、利用者等の意見や要望を把握するとと

もに、管理運営に反映させるよう努めること。 

（２）  指定管理者は、施設の管理運営に関して自己評価を行い、自己評価の内容を記載したセ 

ルフモニタリング報告書を市に提出すること。 

 

８ 利用者等の要望・苦情処理 

施設の管理に関して利用者その他の市民からの要望、苦情等は指定管理者において迅速か

つ適切に対応し、市に報告すること。 

また、市は、指定管理者に対し、要望や苦情への対応上必要と認めるときは、報告を求め、

現地調査を行い、又は必要な指示を行う。 

 

９ 市及び関係機関との連絡調整 

（１） 市との連絡調整 

ア  管理業務は、後日、市と締結する協定に基づき実施することとなるが、協定書に定め

のない事項及び管理上疑義を生じた場合は、市と協議の上これを決定するものとする。 

イ  施設の管理運営に係る各種規定、要綱、マニュアル等を作成する場合は、市と協議す
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ること。 

ウ  各種規定等がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実

施すること。 

エ  本業務を円滑に実施する為、市が情報交換や業務調整を図る連絡調整会議等を開催す

る場合、指定管理者は必ず参加すること。 

（２） 市からの要請への協力 

ア  市から施設の管理運営及び現状の調査等の指示があった場合は、迅速、誠実かつ積極

的な対応を行うこと。 

イ  市が実施、又は要請する事業等へ参加、支援、協力をすること。 

ウ  管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理し、市からこれらに関する報告や実

施調査を求められた場合には、市の指示に従い対応すること。 

（３） 関係機関との連絡調整 

ア  施設の管理業務の遂行に当たっては、利用者団体等との良好な関係を維持するととも

に、必要に応じ連絡調整を行うこと。 

イ  市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

 

１０ 開館準備及び引継ぎ業務 

（１） 指定管理業務期間の前に行う業務 

ア  指定管理者は管理業務開始前に、本業務の実施に必要な人材を確保し職員の研修を行

うこと。 

イ  本業務を進めるに当たっては、市と連携を密にし、調整を図ること。 

ウ  必要書類作成、各種印刷物作成等を行い、万全な開業準備を行うこと。 

エ  市及び前期指定管理者から業務引継を受けること。 

オ  管理業務開始前における準備（研修等）に係る費用については、指定管理者の負担と

する。 

（２） 指定期間終了後の引継ぎ業務 

ア  指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定の取り消しが行

われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう指定

管理期間の満了、又は取り消しの日までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成

し、市及び次期指定管理者に速やかに業務引継ぎ（保管文書の引継ぎを含む）を行うこ

と。 

イ  引継ぎに当たっては、引継内容が不十分であることを原因とした事故等を防止するた

め、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の利用予約に関する情報

等、施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供する等、引継ぎに遺

漏のないよう十分留意すること。 

ウ  新旧指定管理者は、業務引き継ぎの完了を示す書面を取り交わし、その写しを市に提

出すること。 

エ  指定期間中に収受した利用料金のうち、指定期間満了日の翌日以降の使用に係るもの

については、指定期間満了後３０日以内に、当該利用料金を市、又は次期指定管理者に
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引継ぐものとする。 

（３） 指定期間満了後の原状回復義務 

ア  指定管理者は、指定期間が満了して施設を管理しなくなった時は、市の承認を得た場

合を除き、施設、設備等を原状に回復しなければならない。指定管理者の指定を取消さ

れた場合等も同様とする。（苫小牧市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例（平成１７年条例第１８号。以下「手続条例」という。）第８条） 

イ  故意・過失等により施設、設備等を損傷し、又は滅失した時は、その損害を市に賠償

する義務を負う。（手続条例第９条） 

 

第６ その他施設の管理運営に必要な業務 

１ 事故の予防及び緊急時の対応 

（１） 指定管理者は、施設内での事故の予防対策や発生時の対処、災害等緊急時の利用者の避 

難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画（安全管理マニュアル等）を作成

し、事故の未然防止に万全を期すとともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。 

（２） 日頃から訓練を行い、利用者、職員等の安全確保を図ること。また、災害等の緊急事態 

が発生した場合には、被害が最小になるように迅速かつ最善の対応を取るとともに、直ち

に市に報告すること。当該緊急事態が収拾されたときも同様とする。 

（３） 施設の利用者等の急な傷病等に適切に対応できるよう、近隣の医療機関と連携し、緊急 

時には的確な対応を行うこと。 

（４） 指定管理者は、センター内での火災、犯罪、疾病、食中毒等の防止に努めるとともに、 

発生時には的確に対応すること。 

（５） 災害等における避難所等としてセンターが指定を受けている又は避難所等として開設さ  

れることとなった場合は、市の指示に従い避難者等を受け入れる等、市の要請に応じるこ 

と。 

（６） 消防活動上必要な施設の点検及び整備等を行い、防火管理上必要な業務を行う防火管理 

者を１名配置すること。 

（７） センター内に設置されている自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を日常的に点検及び記録し、

適切に管理すること。 

 

２ 賠償責任保険及び補償保険の加入 

指定管理者は、仕様書の定める自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入すること。 

また、行事、活動参加中の利用者が外来の事故による傷害を負った場合について補償する補

償保険に加入すること。 

（１） 賠償責任保険 

施設の瑕疵や施設運営上による損害については、市が加入する全国市長会「全国市長会市民

総合賠償保険」より補てんする。ただし、指定管理者が独自で行う事業については対象外とす

る。 

（２） 補償保険 

指定管理者が主催する行事等に参加中の市民等が外来の事故による傷害を負った場合の補償
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のため、必要に応じた補償保険に加入すること。 

また、補償保険に要する費用は、指定管理者の負担とする。 

 

３ 火災保険の加入 

火災等の災害による建物損害については、市が加入する全国市有物件災害共済会｢建物総合損

害共済｣より補てんする。 

 

４ 喫煙対策 

館内及び敷地内は、全面禁煙とする。 

 

５ 環境への配慮 

 苫小牧市役所エコオフィスプラン及び環境基本計画に基づくエネルギー管理に関する必要

な事務を行うとともに、管理運営業務を行うにあたっては電気、ガス及び灯油等、エネルギ

ー使用量の削減に努めること。 

（１） 苫小牧市役所エコオフィスプラン及び環境基本計画に基づく取組を推進すること。 

（２） 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当たっ 

ては資源の有効活用や適正処理を図ること。 

（３） 省エネルギー活動に関する取組を推進すること。 

（４） 物品調達や使用に関する取組を推進すること。 

（５） 廃棄に関する取組を推進すること。 

（６） 建築物の管理等に関する取組を推進すること。 

 

６ 計画停電時の対応 

（１）計画停電により施設の機能が失われ利用できない場合や利用者の安全が確保できないと判

断される場合は、市と協議の上、施設の利用を一時制限（利用停止）するなどの措置を講じ

るものとする。 

（２）計画停電の日時等は事前に市へ連絡すること。 

（３）計画停電時の対応等については、あらかじめ施設内への掲示及びホームページへの掲載な

どで施設利用者に周知するよう努めるものとする。 

（４）施設利用を一時停止した場合において、計画停電時間帯の利用に係る前納利用料金は、全

額又は一部を還付するものとし、利用料金承認申請において市から承認を受けた利用料金の

還付に関する規定等に基づき、還付手続を行うものとします。ただし、基本協定書において

市が示す減免・還付の基準等によることとしている場合は、当該規定に基づき還付手続を行

うものとします。 

（５）利用料金還付に伴う減収分の補填については、還付額から人件費、光熱水費等の施設利用

に要した費用相当分を控除した額を基本とする。ただし、最終的な補填額の決定については、

計画停電期間終了後、指定管理者からの実還付額及び経費相当分の報告を受けた上で、市と

の協議により決定するものとする。 
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７ 帳簿の記帳 

指定管理者は、センターの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切に帳簿に記

帳するとともに、当該収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類については、指定期間中適切に

保存するものとし、期間終了後は次期指定管理者に引継ぐものとする。 

 また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

 

8 会計の独立 

指定管理者としての業務に係る会計については、他の会計と区分して経理し、次の業務ご

とに区分して会計処理を行う。また指定管理に係る収入及び経費は、事業所自体の口座とは

別の口座で管理すること。 

（１） 指定管理費の対象となる業務 

（２） 自主事業 

 

９ 燃料費について 

（１）燃料費は、市が毎年度積算し、各年度の指定管理費と合わせて予算の範囲内で支払うこと

とする。そのため、提案する収支計画書における支出に燃料費を計上する必要はないもの

とする。 

（２）燃料費に余剰が発生しても市に返還する必要はありませんが、不足が生じた場合でも市は

原則補填を行わないものとする。ただし、市が燃料費を積算した時点以降において、燃料

価格が急騰し、管理業務に大きな支障を来たすと認められる場合は、指定管理者と協議の

上、その取扱いを決定するものとする。 

 

１０ モニタリング 

   市は、指定管理者の業務実施状況が、協定等により合意した事項を履行しているか、及び 

  適正かつ確実なサービスの提供がされているか確認するため、モニタリング要領に基づきモ

ニタリングを実施する。 

（１） 各種報告書の確認 

   市は指定管理者から提出された月次報告書、アンケート調査結果報告書、年次報告書、セ 

  ルフモニタリング報告書等により業務の実施状況を確認するものとする。 

（２） 実地調査 

市は、施設の管理状況、経理状況、書類管理状況、職員の勤務状況について、年１回以上

実地調査を行い、施設の管理運営状況を確認するものとする。 

（３） モニタリング結果の公表 

   市が実施したモニタリングの評価の結果は、毎年度終了後、ホームページ等で公表する。 

 

１１ 業務不履行時の処理 

（１） 改善の指示 

事業報告による調査や、施設での実地調査等の結果から、指定管理者の業務内容に問題が

あると 認めたときは、市は指定管理者に対して業務の是正、又は改善の指示を行うことが
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できる。 

（２） 指定の取消し及び管理業務の停止 

 市は、指定管理者が指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続するこ

とが適当でないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 

 

１２ ホームページの管理運営 

   施設の利用案内、行事案内、施設ＰＲ、その他利用者への有用な情報等について発信する

ため、ホームページを管理運営するものとする。ホームページの管理運営にあたっては、次

に揚げる項目について含むものとし、要する費用については、指定管理者の負担とする。 

（１） パソコン、周辺機器の調達（リース）及び当該物品に係る保守管理 

（２） プロバイダーとの契約、契約変更及び解約手続き等の事務手続き 

（３） ホームページのメンテナンス 

（４） メールアドレスの取得 

 

１３ のぞみ出張所業務（参考） 

   のぞみ出張所については、市が業務を行う。 

（１） 主な業務内容 

ア 戸籍謄本・抄本の写し及び住民票の発行に関すること。（広域交付は土日除く） 

イ 課税証明及び納税証明の発行に関すること。（納税証明は土日を除く） 

ウ 戸籍等の各種届出に関すること。（土日を除く） 

エ マイナンバーカードの交付申請、変更、再発行等に関すること。（土日を除く） 

（２） 取扱時間 

 のぞみ出張所  午前８時４５分から午後５時１５分 

（３） 休業日 

    国民の祝日（日曜日を除く）、５月３日から５月５日、１２月２９日から翌年１月３日、

振替休日 

 

１４  各証明取扱所業務（参考） 

証明取扱所については、市が業務を行う。 

（１） 主な業務内容 

ア 戸籍謄本・抄本及び住民票に関すること。（戸籍謄本・抄本は土日除く） 

イ 課税証明及び納税証明に関すること。（納税証明は土日を除く） 

ウ 年金証明に関すること。 

エ 高齢者優待乗車証に関すること。 

（２） 取扱時間 

証明取扱所（豊川・住吉）  午前９時から午後５時 

（３） 休業日 

    国民の祝日（日曜日を除く）、５月３日から５月５日、１２月２９日から翌年１月３日、
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振替休日 

 

１５ その他 

（１） バリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の設定、掲示等に配慮すること。 

（２） 指定管理者は、業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定等を受けること。 

（３） 個々の業務について再委託を行う場合には、当該業務について当該再委託先が、それぞ

れ上記免許、許可、認定等を受けていること。 

（４） 再委託、物品の調達等を行う場合は、苫小牧市内の企業等の積極的な活用に努めること。 

（５） 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条に基づき、苫小牧市選挙管理委員会

（以下「市選管」という。）がセンターを既に投票所に指定している又は指定した場合は、

指定管理者は市選管に協力するものとし、必要な対応をとること。 

 

第７ 法令等の遵守 

指定管理者は、センターの管理運営を行う上で、次に掲げるものをはじめ関係する規定を

遵守しなければならない。 

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

（３） 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

（５） 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号） 

（６） 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

（７） 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（８） 苫小牧市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第１ 

 ８号） 

（９） 苫小牧市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年

規則第２５号） 

（10）苫小牧市情報公開条例（平成１０年条例第１号） 

（11）苫小牧市情報公開条例施行規則（平成１０年規則第５３号） 

（12）苫小牧市行政手続条例（平成１０年条例第１号） 

（13）苫小牧市行政手続条例施行規則（平成１０年規則第３５号） 

（14）苫小牧市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年規則第３４号） 

（15）苫小牧市財産条例（昭和３９年条例第６号） 

（16）苫小牧市公有財産規則（昭和３９年規則第３３号） 

（17）苫小牧市物品会計規則（平成２６年規則第１号） 

（18）苫小牧市コミュニティセンター条例（昭和５６年条例第２号） 

（19）苫小牧市コミュニティセンター条例施行規則（昭和５６年規則第２４号） 

（20）苫小牧市立図書館条例（昭和６３年条例第３号） 

（21）苫小牧市立図書館規則（昭和６３年教育委員会規則第１２号） 

（22）苫小牧市グリーン購入推進方針（令和６年４月 1日改訂） 
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（23）その他関係法令等 

指定期間中に前各号に規定する法令等に改正があった場合、改正された内容によるものとする。 


